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国
民
健
康
保
険
の
お
知
ら
せ

平
成
24
年
度
か
ら
国
民
健
康
保
険
税
率
等
を
改
定
し
ま
す

　

宇
美
町
で
は
、
国
民
健
康
保
険
の
税
率
（
医
療

保
険
分
）
に
つ
い
て
、
平
成
13
年
度
の
改
定
以
来

10
年
間
に
わ
た
り
据
え
置
き
、
被
保
険
者
の
皆
さ

ま
の
負
担
軽
減
を
図
っ
て
き
ま
し
た
。

　

し
か
し
な
が
ら
、
医
療
の
高
度
化
や
加
入
者
の

高
齢
化
な
ど
に
伴
い
医
療
費
は
年
々
増
加
し
、
宇

美
町
の
国
民
健
康
保
険
税
率
が
、
近
隣
市
町
村
と

比
較
し
て
比
較
的
低
く
設
定
さ
れ
て
い
た
こ
と

も
影
響
し
、
宇
美
町
国
民
健
康
保
険
財
政
は
悪
化

の
一
途
を
た
ど
り
、
平
成
16
年
度
か
ら
は
毎
年
多

額
の
赤
字
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
国
民
健
康
保
険
税
は
、
使
用
さ
れ
る

目
的
別
に
「
医
療
保
険
分
」「
後
期
高
齢
者
支
援

分
」「
介
護
保
険
分
」
に
分
け
て
課
税
さ
れ
て
お

り
、
そ
れ
ぞ
れ
の
項
目
で
赤
字
を
計
上
し
て
い

ま
す
。

　

こ
の
赤
字
に
つ
い
て
は
、
毎
年
、
一
般
会
計
か

ら
補
填
を
行
っ
て
い
ま
す
が
、
一
般
会
計
の
財
政

状
況
も
非
常
に
厳
し
く
、
今
以
上
の
補
填
は
困
難

と
な
っ
て
い
ま
す
。

　

今
後
も
、
宇
美
町
の
医
療
費
、
後
期
高
齢
者
の

医
療
費
、
介
護
給
付
費
は
こ
れ
ま
で
と
同
様
に
増

加
が
見
込
ま
れ
、
国
民
健
康
保
険
事
業
の
健
全
な

財
政
運
営
を
図
る
た
め
に
は
、
被
保
険
者
の
皆
さ

ま
に
も
ご
負
担
を
お
願
い
せ
ざ
る
を
得
な
い
状

況
と
な
り
、
今
回
の
税
率
改
定
と
な
り
ま
し
た
。

＊
用
語
の
解
説

医
療
保
険
分

　

国
民
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
皆
さ
ま
が
、

病
気
や
け
が
を
し
て
病
院
な
ど
に
か
か
っ
た
際

の
医
療
費
の
支
払
い
な
ど
に
使
わ
れ
ま
す
。

後
期
高
齢
者
支
援
分

　

75
歳
以
上
の
方
を
対
象
と
す
る
長
寿
医
療
制

度
（
後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）
を
支
え
る
た
め

の
財
源
に
充
て
ら
れ
ま
す
。

介
護
保
険
分

　

介
護
保
険
制
度
を
支
え
る
た
め
の
財
源
に
充

て
ら
れ
ま
す
。

所
得
割

　

そ
の
世
帯
の
国
保
加
入
者
の
所
得
に
応
じ
て

課
税
し
ま
す
（
前
年
度
の
所
得
が
33
万
円
以
上
の

世
帯
の
方
が
対
象
で
す
）。

資
産
割

　

そ
の
世
帯
の
資
産
（
土
地
、
家
屋
）
に
対
し

て
課
税
し
ま
す
。
本
町
に
固
定
資
産
が
あ
る
方

が
対
象
で
す
。

均
等
割

　

加
入
者
数
に
応
じ
て
課
税
し
ま
す
。

平
等
割

　

一
世
帯
あ
た
り
に
対
し
て
課
税
し
ま
す
。

　

平
成
23
年
度
の
状
況
か
ら
試
算
し
た
場
合
、
平
均
で
４
．

５
％
の
引
き
上
げ
に
な
る
予
定
で
す
。

Ｑ
２　

平
均
い
く
ら
引
き
上
げ
に
な
り
ま
す
か
？

Ｑ
３　

な
ぜ
改
定
す
る
の
で
す
か
？

　

国
民
健
康
保
険
の
支
出
は
、
皆
さ
ん
が
病
院
等
に
か
か
っ

た
と
き
の
医
療
費
な
ど
に
使
わ
れ
る
保
険
給
付
費
が
大
半
を

占
め
て
い
ま
す
。
近
年
、
こ
の
医
療
費
の
伸
び
が
大
き
く
、
平

成
13
年
度
と
平
成
22
年
度
の
一
人
当
た
り
の
年
間
医
療
費
を

比
較
す
る
と
、
こ
の
10
年
間
で
56
％
増
加
し
て
お
り
、
今
後

Ｑ
４　

改
定
に
よ
っ
て
税
収
が
増
え
る
と

　
　
　

赤
字
は
な
く
な
り
ま
か
？

　

今
回
の
改
定
は
、「
後
期
高
齢
者
支
援
分
」
と「
介
護

保
険
分
」
に
つ
い
て
の
み
引
き
上
げ
を
行
っ
て
い
ま
す

の
で
、
「
医
療
保
険
分
」
の
赤
字
に
つ
い
て
は
解
消
さ

れ
ま
せ
ん
。
こ
の
赤
字
に
つ
い
て
は
、
何
ら
か
の
方
法

で
補
填
す
る
必
要
が
あ
り
ま
す
。【
表
３
】

Ｑ
５　

宇
美
町
の
国
民
健
康
保
険
の
加
入

　
　
　

者
数
は
ど
れ
く
ら
い
で
す
か
？

　

平
成
24
年
２
月
末
現
在
の
宇
美
町
の
国
民
健
康
保

険
の
加
入
世
帯
率
は
、
35
．
27
％
と
な
っ
て
い
ま
す
。

【
表
４
】

14,693 世帯38,166 人

人口 世帯

町の総計

国民健康保険の加入者

の状況
5,182 世帯9,416 人

24.67％ 35.27％国民健康保険の加入率

【表４】宇美町の国民保険加入状況

【表２】一人当たりの年間医療給付費と国保税収の推移

Ｑ
１　

税
率
は
ど
う
変
わ
り
ま
す
か
？

　

今
回
の
改
定
は
、
別
の
制
度
へ
の
納
付
金
で
あ
る
「
後
期
高
齢
者
支
援
分
」
と

「
介
護
保
険
分
」
に
つ
い
て
引
き
上
げ
を
行
い
、
本
来
、
大
き
な
赤
字
が
見
込
ま
れ

る「
医
療
保
険
分
」
に
つ
い
て
は
、
現
在
の
経
済
状
況
を
踏
ま
え
据
え
置
く
こ
と
に

し
ま
し
た（
引
き
上
げ
幅
が
大
き
く
な
る
た
め
）
。【
表
１
】

後期高齢者支援分
介護保険分

（40歳～64歳）

所得割

資産割

均等割

平等割

医療保険分

限度額

改定前

改定前

改定前

改定前

改定後

改定後

改定後

改定後

増減

増減

増減

増減

7.00％

19.00％

19,800 円

23,600 円

7.00％

19.00％

19,800 円

23,600 円

ー

ー

ー

ー

510,000 円

2.10％

2.20％

6.00％

0％

6,200 円

8,000 円

8,000 円

7,400 円

＋ 0.10％

－ 6.00％

＋ 1,800 円

＋ 600 円

140,000 円

0％

8,000 円

6,000 円

9,000 円

5,000 円

2.20％

1.30％

4.50％

＋ 0.90％

－ 4.50％

＋ 3,000 円

＋ 3,000 円

120,000 円

【表１】税率改定の内容

も
増
加
す
る
傾
向
に
あ
り
ま
す
。【
表
２
】

　

ま
た
、
宇
美
町
で
は
、
前
述
の
と
お
り
「
医
療
保
険
分
」

「
後
期
高
齢
者
支
援
分
」「
介
護
保
険
分
」
の
そ
れ
ぞ
れ
に
つ

い
て
赤
字
を
計
上
し
て
い
ま
す
。

　

こ
の
赤
字
部
分
に
つ
い
て
は
、
一
般
会
計
か
ら
補
填
さ
れ

て
い
ま
す
が
、
今
回
の
改
定
は
、
別
の
制
度
へ
の
納
付
金
で

あ
る
二
つ
の
項
目
に
つ
い
て
少
し
で
も
赤
字
を
解
消
す
る
た

め
の
も
の
で
す
。

　

健
全
で
安
定
的
な
国
民
健
康
保
険
事
業
の
運
営
の
た
め
に
、

加
入
者
の
皆
さ
ま
に
は
、
ご
負
担
を
お
か
け
す
る
こ
と
に
な

り
ま
す
が
、
ご
理
解
と
ご
協
力
を
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

【表３】国保決算に係る平成23年度赤字見込額

歳入

歳出

差引

国保全体
医療保険分

後期高齢者

支援分
介護保険分

38 億

9511 万円

40 億

5034 万円

△ 1億

5,523万円

33 億

6113 万円

34 億

7789 万円

△1億

1，676万円

3億

8622 万円

4億

49 万円

△1,427
万円

1 億

4776 万円

1億

7197 万円

△ 2,421
万円

内訳

※千円以下四捨五入

13年度 16年度 19年度 22年度

50万円

40万円

30万円

20万円

10万円

0

10 億円

８億円

６億円

４億円

２億円

286,532円

183,646円 183,537円
213,319円

8億7503万円

8億9269万円

9億2532万円

7億1170万円国民健康保険税収の推移

一人当たりの医療給付費


